
むきじ k うて

既設の道路に無軌条電車を設けようとする場合， その道路に設

けてよいか，どうかという 判定基準を定めたものである点等で

ある。最後に鉄道 ・ 軌道の建設規程と~なり ，運輸大臣 ・ 建設

大臣の許可をうけてできる特別設計は全条文の中の一部分にか

ぎられ， また岡大臣が特別設計を命ずることができるという項

を設けていないのも異なった点である。(江奥日正夫)

むきじようてんしゃのし伊りょう 無軌条電車の車両 軌

条を有せず自民Z主総より集'1ttして走行する 11工問。その ífOj力殿様は

fl1"1Iとほとんど同機であり ， 車体は自動車とほとんど同じであ

る。

車両の大きさ，構造およひ.これに日1iう べき被告量 ・ 装置は， 無

軌条電車m設規則(昭和 25 ・ 1 2 ・ 5. 運輸 ・ 建設省令第 l 号)に定

められた事項(車両重量..最大寸法. !J イヤおよび接地圧，荷

量分胃il. 安定性，制ilf}j装置，最小回転半径， 灯頬等)により一

定の条件を具Viii したものでなければならない。そのおもなもの

をあげると車問の長さ 12 m. 幅 2.5 m ， jf.fi さ 3.5 m をこえない

こと ， 走行中日員が 5.5 m の道路を巡。|医する平岡の何は 2.2 m 以

下であること ， 操向車輸にかかる荷重は"IIP可総量孟tの 2 割以上

であること . ~1巨の場合これを左右に 35。傾けても転磁しない

こと . jl~Jilf)j装{在には独立に作用する主 ・ 副 2 系統以上のものを

備えること， :lt;(小回転半径は最外似IJの 111輸のわだちで 12 m 以

内であること，電気践総の取付に対する総縁，車両の{府伎は電

車線の直下から水平距離 2.5 m 以上偏位して迎転できること ，

トロリーポーノレのキャッチヤ ー・ 電気主回路の自動しゃ断禄 ・

響音総 ・ 合図R~ ・ 速度計 ・ m統計 ・ 灯l'ti空宇が設備される こ と。

このほか干flìWJ回路は主回路から独立したもので. m圧は 32V 以

下であること等である。

J!l\軌条'rß1I1の設備・ 泡H去については. J!l\軌条'rß11工巡転規則引昭

和 25 ・ 1 ・ 5 主I!輸省令第 92 号)によって符われ， 検査のf虫類には

全般検笠， ill !t!!部検査， 各部の状態 ・ 作用の検査，製部検査が

ある。全般検査は 3 年ごと ， 重要部検査は l 年ごと ， 各部の状

態 ・ 作用の検査は 1 箇月ごと，要部検査は傍日使用開始前に検

査しなければならないとされている。検査の緩別にしたがって

検査箇所も異なっている。全般検査の際は電気装置に絶縁耐力

試験を行い，全般検査，重要検査，各部の状態 ・ 作用の検査の

際は絶縁抵抗の測定も行わなければならない。なお主回路と耳I

休との問の漏えい電流の他は. 1MA 以下とされている。

(柴崎金二)

むきじようてんしゃのしんごう 無軌条電車の信号 車!\軌
条電車は専用道を設けて巡行するとともあるが，これはまれで

ほとんどの切合一般の道路上を巡転する。道路上を巡転すると

きには道路交通取締法およびその委任命令に定める信号織の表

示にしたがわなければならない。無軌条tlLl11専用の信号として

は，策色の矢印灯をもって進行信号を表示することになってい

るが，停止信号については別段の定めはないので， 矢印灯の消

灯が停止を表示しているものとみなしている。 また専用道上に

おいて信号を表示するときは，進行信号を緑色灯，停止信号を

赤色灯で表示しても よ いことになっている。

述ilf}jについては分岐点において電車線の分岐を行うときに，

可動7 ロッグを使 う場合は必ずこの IIf1通方向と信号表示は述動

させなければならないことになっている。(消水隆成)

むぎせん 牟岐線 小松島線中田駅から紀伊水道沿燥にそって
南下，羽ノ/ílì . 桑野駅を経て終端牟岐駅に至る 58.6 km の線。

羽ノ首Iì・ 古庄間 2.1 km の枝線を含み総'滋業キロ 60.7 km. 徳島

線に鴎し線路等級は簡易線である。1Il:l和 11 ・ 3 羽ノ洞i ・ 桑野間開

通牟岐線と呼称， 昭和 11 ・ 7 阿南鉄道株式会社所属中間 ・羽ノ浦

聞を買収，牟岐線を中凶 ・ 桑野間および羽ノ浦 ・ 古庄聞に改め，

昭和 17 ・ 7 牟l妓まで開通したものである。また羽ノ首Iì ・古庄聞は

昭和 18 ・ 7-11寺営業を休止したが. 1Il:l和 28 ・ 5 復活した。(練

悌寿)

むげんきどう 無限軌道 (英)ca te rpill a r 鎖輸 と 111輸の外

周へ， 潔状に接統した鉄製履板(くついた)をかけた装世。鎖輸

を回転させると，股仮は11ï輸

に外接しつつ回転して車体を

進行させる。普通の自動車の

タイヤ輪では接地面積が僅少

なため，感道路では動くこと

ができなくなるが，履板をつ

けることにより接地問飲が則

すので， どんなところでも進 無限軌道

行することができる。これは ト ラクタ ， γ ョベノレ機械， ドラグ

ラ イ ンなどに用いられている。(福山他治)

むさつ 無札 旅客は，列車 ・ 汽船または自動車に衆車船する

場合は，鉄道営業法第 15 条に定めるところにより ， 五m . 料金

を支払って正当な梁車券類をi府求したのちでなければ来事紛す

ることができないが. I時間のつごうで采車券類の購求の暇がな

い等の，やむをえない事由により係長の永砲を得て . ml11船を

する場合がある。これも無札の旅客ではあるが， 旅客および術

物運送規則上では， 正当の理由がなくして， 全然乗車券を所持

せず， または乗車券を所持していてもその乗車船に有効のもの

でなく ， 述貨を免れんとする怠思をも って不正に乗車船した旅

客を無札の旅客という。

すなわち巡貨を免れる意図をもって作為的感怠の梁111船をし

ている不正旅客てeある。

国鉄ではかかる感:ほのJ!l\札旅客に対しては， 当該旅客がi!l\札

で突際来事時的したl玄関(来事船i択が判明しない場合はその列車

の発駅， 汽船または自動車の出発駅，出発l択の異なる 2 ff!1以上

の列車を併結している場合はその最速の出発駅から計算)に対

する普通旅客迎:\l . 料金を収受するほか，その 2 倍(自動車線

相互発着については同制)に相当する金額(通行税の織されて

いるものにあっては免税の巡丘 ・ 料金)を増運賃 ・ 別料金とし

てあわせ収受する。これは巡賃収入の確保と旅行秩序の維持を

はかるためである。

つぎにi!l\札として取扱う場合を挙げるとつぎのとおりである。

l 係只の永閥、を受けず， 来事券類を所持しないで梁111紛を

したとき。

2 定期mII1券 ・ 聞休乗車券 . :f"t切来事券所持の旅客および他

の有効の衆II1 ;fF と併用の来事券を所持する旅客以外の旅客が，

入鉄(にゅうきょう)を受けないで乗車船し，またはその入欽を

受けない事由がÆ.~Xまにもとづくものでないことを挙証できない

とき。

3 乗車券狽而表示事項の塗抹(とまっ)改変されたもの等，

無効の乗車券類を使用したとき，または券面表示事項どおりに

乗車船しないとき。

4 係員の制求があった場合に乗車券類の呈示をこばみ， ま

た集札の際に梁平券類を引渡さない と き。

5 団休旅客またはJt切旅客が， 団体乗車券面記j般事項に違

反して来事自由したとき，または記敏人員をこえもしくは， 小児

のかわりに大人が梁11工船した と き。(平林喜三造)

むせんがかり 無線掛 無線区， 信号通信区，通信区におかれ

る職で，無線区長または信号通信分区長 ・ 通信i分区長の指却を

うけて . i!lí線通信設備の調整 ・ 保守および施工に従事するもの

一一一 16 82一一一




